
基本要綱に基づく事前協議手続の要否判断チャート 

 

 

 

 

事前協議手続フローチャート 
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NO

事前協議手続 不要

事前協議手続 不要

都市計画法の

開発許可が必要

※１

事
前
協
議
手
続

必
要

用途地域が未指定

開発区域が５ha以上

又は

開発区域内の農地が
４ha超

土採取事業

※３

開発区域が３ha以上

又は

採取量が15万㎥以上

土地開発事業の適正化

に関する指導要綱の

設計承認が必要
※１、２

※１ 開発許可及び設計承認の要否は、

県建築指導課又は市町村担当課への

確認が必要
※２ 中核市、施行時特例市及び事務処理

市町村の区域は指導要綱の適用除外

（権限委譲に伴う開発許可管轄区域

図を参照）

※３ 土採取事業については、土採取条例

を制定している市町村も、指導要綱

の適用除外
※４ 既存開発区域とは、過去に開発許可

又は設計承認を受け、土地開発事業

が行われた区域

開発区域が５ha以上

又は

開発区域内の農地が
４ha超

既存開発区域以外

※４

指導

相談

指導

相談

指導

相談

事前調整
事 前 協 議

（基本要綱）

協
議
申
出

市
町
村
受
付

市
町
村
意
見
書
作
成
・
添
付

県
（
地
域
振
興
課
）
受
付

事
前
協
議
に
係
る
結
果
通
知

関
連
法
令
等
に
基
づ
く
許
可
申
請
（
本
申
請
）

(1)都市計画法第29条に

基づく開発許可申請

(2)指導要綱第９に基づく

設計承認申請

(3)農地法第５条に基づく

農地転用許可申請

(4)森林法第10条の２に

基づく林地開発許可申請 等

関連法令等手続

関
連
法
令
等
に
基
づ
く
許
認
可

※事前協議の承認の要件

(1)開発区域に含まないとされている
関連法令等に基づく地域、区域等を

原則含まないこと。

(2)開発区域の周辺の自然又は生活環境

との調和が図られていること。

(3)関連法令等に基づく許認可の見通し

があること。 等

市町村による

開発適否の判断

事

業

者

の

開

発

計

画

地
域
振
興
課

県
関
係
課

連
絡
・
調
整

※事前調整の必要な主な事項

(1)開発許可の見通し
(2)設計承認の見通し

(3)農地転用許可の見通し

(4)林地開発許可の見通し 等

連
絡
・
調
整

土
地
利
用
合
理
化
協
議
会

（
事
務
局
：
地
域
振
興
課
）

県関係課等に

よる協議
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事前協議手続フローチャート（地区計画策定が必要な場合） 
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相談
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事 前 協 議
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書
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事
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係
る
結
果
通
知

土
地
利
用
合
理
化
協
議
会

（
事
務
局
：
地
域
振
興
課
）

県関係課等に

よる協議

関
連
法
令
等
に
基
づ
く
許
可
申
請
（
本
申
請
）

(1)都市計画法第29条に

基づく開発許可申請

(2)指導要綱第９に基づく

設計承認申請

(3)農地法第５条に基づく

農地転用許可申請

(4)森林法第10条の２に

基づく林地開発許可申請 等

関連法令等手続

関
連
法
令
等
に
基
づ
く
許
認
可

地
区
計
画
の
立
案
協
議
・
検
討

広
域
調
整
（
事
前
調
整
）

地
区
計
画
の
原
案
作
成

県
と
の
事
前
協
議

地
元
説
明
会
等

原
案
の
公
告
・
縦
覧

案
の
作
成

土
地
所
有
者
等
か
ら
の
意
見

広
域
調
整
（
本
調
整
）

案
の
公
告
・
縦
覧

市
町
村
都
市
計
画
審
議
会

県
と
の
協
議

都
市
計
画
決
定
・
告
示

住
民
・
利
害
関
係
者
か
ら
の
意
見

地区計画の都市計画決定手続

市
町
村
に
お
け
る
地
区
計
画
の
手
続

※

大
規
模
な
集
客
施
設
の
み

※

町
村
に
つ
い
て
は
県
同
意
が
必
要

※

大
規
模
な
集
客
施
設
の
み

事前調整

市町村による開発適否の判断

事

業

者

の

開

発

計

画

地
域
振
興
課

県
関
係
課

連
絡
・
調
整

連
絡
・
調
整
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権限移譲に伴う開発許可管轄区域図 

筑西市 

古河市 

つ
く
ば
市 

石岡市 

土浦市 

取手市 

大子町 

北茨城市 

高
萩
市 

常
陸
太
田
市 

常陸大宮市 

城里町 東
海
村 

笠間市 

茨城町 
大
洗
町 

桜
川
市 

結
城
市 

八
千
代
町 

五霞町 
境
町 坂

東
市 

下
妻
市 

鉾田市 

行
方
市 

小
美
玉
市 

美浦村 

牛久市 

阿見町 

稲敷市 
龍ケ崎市 

かすみ 

がうら市 

利根町 
河内町 

水戸市 

日立市 

● (中)：中核市 
◎ (特）：施行時特例市 
○ (事）：事務処理市町村 

鹿
嶋
市 

神栖市 
施行時特例市・事務処理市 

○土浦市 （事） 

市街化：S59.4.1～ 

5ha未満：H14.4.1～ 

全域：H16.4.1～ 

◎つくば市 （特） 

市街化：H13.4.1～ 

全域：H15.10.1～ 

○取手市 （事） 

市街化：H13.10.1～ 

全域：H17.10.1～ 

○石岡市 （事） 

調整区域以外：H18.10.1～ 

全域：H19.10.1～ 

○守谷市 （事） 
全域：H22.4.1～ 

○龍ケ崎市 （事） 
全域：H22.10.1～ 

○牛久市 （事） 
全域：H22.10.1～ 

○かすみがうら市 （事） 
全域：H27.10.1～ 

〇つくばみらい市 （事） 
全域：H29.10.１～ 

 

事務処理市 

○鉾田市 （事） 全域：H22.4.1～ 

○鹿嶋市 （事） 全域：H20.4.1～ 

○神栖市 （事） 市街化：H19.4.1～ 

全域：H19.10.1～ 

○潮来市 （事） 全域：H25.4.1～ 

 

中核市・事務処理市村 

●水戸市 （中） 

市街化：S59.4.1～ 

全域：H13.4.1～ 

○ひたちなか市 （事） 

市街化：H13.4.1～ 

全域：H15.10.1～ 

○笠間市 （事） 

全域：H21.4.1～ 

○小美玉市 （事） 

全域：H22.10.1～ 

○那珂市 （事） 

全域：H23.4.1～ 

○東海村 （事） 

全域：H25.4.1～ 
 

事務処理市 

○日立市 （事） 

市街化：S59.4.1～ 

全域：H14.4.1～ 

○常陸太田市 （事） 

全域：H21.4.1～ 

権限移譲済 

市町村等 

県 民 セ ン タ ー ・  

県 央建 築 指 導室

管轄エリア 

守谷市 

事務処理市町 

○筑西市 （事） 

全域：H18.10.1～ 

○古河市 （事） 

市街化：H19.4.1～ 

全域：H20.4.1～ 

○常総市 （事） 

全域：H19.10.1～ 

○結城市 （事） 

全域：H22.10.1～ 

○坂東市 （事） 

全域：H23.4.1～ 

○桜川市 （事） 
全域：H31.4.1～ 

○境 町 （事） 
全域：H30.10.1～ 

 

那珂市 

ひたち 
なか市 

常
総
市 

東海村 

潮
来
市 

かすみが 

うら市 

【県】県西県民センター 

※（事）を除く 

【県】県南県民センター 

※（特）（事）を除く 

【県】鹿行県民センター 

※（事）を除く 

【県】県央建築指導室 

※（中）（事）を除く 

【県】県北県民センター 

※（事）を除く 

【県】本庁（土木部都市局建築指導課）県内全域 
※（中）（特）（事）を除く 
※大規模開発行為のみ（5ha 以上または農地 4ha 超） 
 ただし用途地域内は県央建築指導室・各県民センター扱い 

つくば 

みらい市 

建  築  指  導  課 

2020 年 4 月 1 日 
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